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「川崎市消費者行政推進計画」（以下「消費者行政推進計画」という。）」は、市民の消費生活の安定と向上を図るため、 「川崎市消費者の利益の

擁護及び増進に関する条例」（以下「消費者条例」という。）に基づき昭和50（1975）年度から策定しており、消費者行政推進計画に基づく消費

者行政を推進してきました。昨今、消費生活のデジタル化など消費者を取り巻く環境が変化していることから、こうした社会状況に的確に対応

し、また、他の施策との整合・連携を図りながら、今後の本市全体で取り組む課題や方向性を明確にして消費者行政を推進するため、前消費者

行政推進計画における計画期間終了に伴い、令和８（2026）年度からの計画を策定するものです。

※その他の関係法令として、 「消費者安全法」において、消費生活センターの設置等が定められています。

川崎市消費者行政推進計画
（以下、「消費者行政推進計画」）

消費者教育の推進に関する法律（第10条２）

基本理念に基づき制定

川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例（第６条）
（以下、「消費者条例）

条例に基づき策定

一部を
消費者教育推進計画

と位置づけ
かわさき産業振興プラン

個 別 計 画

整合・連携

第１章 川崎市消費者行政推進計画の策定にあたって

１ 川崎市消費者行政推進計画の趣旨と位置づけ

(1) 趣旨(1) 趣旨

(2) 位置づけ(2) 位置づけ

「消費者行政推進計画」は、「川崎市総合計画」を上位計画とする、消費者行政に関わる個別計画であり、消費者の権利の尊重と自立支援に向

けた取組を行うとともに、消費者行政の計画的な推進を図るための総合的な計画として策定しています。

また、平成24(2012)年12月に施行された「消費者教育の推進に関する法律」において、消費生活に関する教育を総合的かつ一体的に推進

すると定められており、「消費者行政推進計画」に定める消費者教育の施策を拡充することで、「消費者行政推進計画」の一部を「消費者教育推

進計画」と位置づけています。

消費者施策は広範な分野にわたることから、庁内の様々な関係部署と連携しながら、全庁的に施策を展開していきます。

消費者基本法
（旧名称：消費者保護基本法）

川崎市総合計画
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地方自治体は、「消費者基本法」第４条により、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者政策

を推進する責務を有しているとされています。

１ 安全が確保される権利

２ 選択の機会が確保される権利

３ 適正な価格を保証される権利

４ 意見が政策に反映され、適切、迅速に救済される権利

５ 必要な情報及び教育の機会が提供される権利

６ 自主的な行動が保証される権利

７ 環境の保全への配慮

「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことのできる社会」の実現めざすべき姿

消費者施策及び消費者教育の推進において、本市がめざすべき姿を位置づけ

第１章 川崎市消費者行政推進計画の策定にあたって

２ 消費者行政推進計画の期間

３ 本市における消費者行政施策の基本理念と７つの施策の柱

計画期間は、「川崎市総合計画第４期実施計画」及び「かわさき産業振興プラン」における計画期間と合わせ、4年間（令和8(2026)年度から

令和11(2029)年度まで）とします。なお、国の「第5期消費者基本計画」の計画期間（５年間）と終期が同じとなります。

本計画における各事業の具体的な取組の進捗管理を行い、事業実施状況等を公表し、効果的かつ計画的に消費者行政を推進します。

基本理念

消費者条例 第２条

7つの施策の柱

Ⅰ 安全の確保

Ⅱ 表示、計量等の適正化及び不適正な取引行為の禁止

Ⅲ 生活必需物資の確保及び価格の安定

Ⅳ 苦情の処理及び被害の救済

Ⅴ 消費者市民社会の形成に向けた消費者教育の推進【消費者教育推進計画】

Ⅵ 消費者支援協定

Ⅶ 施策推進のための行政体制の充実

消費者条例 第３章第１節～第５節、第４・５章

消費者基本法における地方公共団体の責務

消費者条例の規定に合わせ、消費者行政施策の推進における基本理念及び７つの施策の柱を以下のとおり設定しています。



1 消費生活を取り巻く環境の変化

・日常生活のデジタル化が進み、国内のモバイル端末保有率は約87%、インターネット利用率は約86%、SNS利用率は約82％となっています

（20歳以上の40,592世帯を対象とした総務省「令和6年通信利用動向調査」による）。国内のBtoC-EC（消費者向け電子商取引）及び

CtoC-EC（個人間電子商取引）の市場規模も拡大しています。これに伴い、決済方法が現金からキャッシュレスへの移行が進み、令和6（２０２

４）年のキャッシュレス決済比率は42.8％（141.0兆円）と近年大幅に増加しました。

・ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）については、全般的に若年層の利用率が高い傾向にありますが、幅広い年齢層に利用が拡大し

ています。

第２章 消費生活を取り巻く現状

（1） 消費生活におけるデジタルの浸透・拡大（1） 消費生活におけるデジタルの浸透・拡大

（資料）経済産業省「2024年のキャッシュレス決済比率を算出しました」
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1 消費生活を取り巻く環境の変化

・本市は21大都市（政令指定都市・東京都区部）の中で高齢化率が最も低いものの、高齢者人口及び高齢者世帯数は、いずれも年々増加を続

けています。今後もますます高齢化は進み、７５歳以上の後期高齢者数は、令和７年度中に約20万人を超え、高齢化率は、令和22年度に

28％を超える推計となっています。

・高齢化の進行に伴い、本市の単身高齢者及び高齢夫婦のみの世帯数はいずれも増加傾向にあり、令和２年国勢調査によると、本市では高齢

者の5人に1人（6.6万人）が単独世帯となっています。

（2） 高齢化の進行と高齢者単独世帯の増加（2） 高齢化の進行と高齢者単独世帯の増加
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1 消費生活を取り巻く環境の変化

・平成27(２０１５)年9月、国連サミットにおいて全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の中の国際目標である「持

続可能な開発目標(SDGs)」への社会的な取組が進んでおり、本市も令和元（2019）年7月、国から「SDGｓ未来都市」に選定されました。

・また、本市は令和5（２０２３）年度の「1人1日当たりのごみ排出量」が政令指定都市の中で最少となりました。以前は普通ごみとして焼却されて

きたプラスチック製品を含む、プラスチック資源としての一括回収等の取組による更なる資源化の推進など、持続可能な社会の実現に向けて、

消費者と事業者が連携・協力して循環型社会の取組を推進しています。また、市内事業者における脱炭素化への取組状況について、令和６

（2024）年度の調査では「取り組んでいる」、「取り組む予定で検討中」の合計は 41.5%であり、前年と比較して0.8ポイント増加しています。

・SDGｓの１７のゴールのうち、特に「つくる責任・つかう責任」に関連する、人や社会、環境に配慮した消費行動である「エシカル消費（倫理的消

費）」 について、令和6（２０２４）年度の国内のエシカル消費の認知度は27.4％、エシカル消費の実践度は36.1％となっています。取り組んで

いない理由としては、「どれがエシカル消費につながる商品やサービスか分からない」、「経済的余裕がない」、との回答が多くなっています。

（3） 持続可能な社会の実現に向けた機運の高まり（3） 持続可能な社会の実現に向けた機運の高まり

3%

5%

24%

31%

45%

41%

28%

23%

0% 50% 100%

R5

(2023)

R6

(2024)

国内におけるエシカル消費の実践度

よく実践している 時々実践している

あまり実践していない 全く実践していない

（資料）消費者庁「令和６年度第３回消費生活意識調査結果」

17.9%

23.3%

22.8%

18.20%

39.1%

38.70%

17.6%

16.80%

2.60%

2.90%

R5

(2023)

R6

(2024)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市内事業者における脱炭素化への取組状況の推移

取り組んでいる 取り組む予定で検討中

取り組む予定はない 取り組む必要性を感じない

無回答

第２章 消費生活を取り巻く現状

（資料）川崎市「川崎市内中堅・中小企業経営実態調査」 6
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・本市における令和６（２０２４）年度の消費生活相談件数は10,548件であり、平成30（2018）年度以降は、７年連続で１万件を上回る高い水

準で推移しています。

・更に、消費生活相談にたどり着かない潜在的な消費者トラブルの存在も想定されます。

２ 消費生活相談等の状況

（1） 相談件数の推移（1） 相談件数の推移

第２章 消費生活を取り巻く現状
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・消費生活相談の内容について、商品・役務（サービス）別で分類すると、「商品一般」が989件で令和６（２０２４）年度の相談件数１位であり、

スマホに不審な電話がかかってきた、 クレジットカードが不正に利用されたなどのほか、不審な請求や心当たりのない荷物が届いたなどの

相談が多く寄せられました。

２ 消費生活相談等の状況

相談内容（商品・役務の上位品目）

事例件数商品・役務順位

クレジットカードの明細に、利用した覚えのない決済がある。利用していないので請求を取り消してほし
い。

989商品一般1

長年住んだ賃貸アパートを退去したが、高額な原状回復費用を請求され納得できない。627不動産貸借2

「ガス給湯器の無料点検に行く」という電話があり了承したが不審なので断りたい。業者と連絡がつか
ず不安。

586
役務その他
サービス

3

分電盤無料点検に来た事業者から勧められ、分電盤取換え工事の契約をしたが、クーリング・オフした
い。

398工事・建築4

クリニックで脱毛５回コースを契約し、代金をクレジットカード分割払いで支払中だ。クリニックが倒産し
たため、請求を止めてほしい。

324医療サービス5

定期購入のダイエットサプリメントを初回限りで解約しようとしたら、高額な解約料を請求され困惑。296他の健康食品6

トイレが詰まり、ネットで検索したサイトに修理をしてもらったが、あまりにも高額で納得がいかない。減
額希望。

233修理サービス7

「光回線が今より安くなる」と電話勧誘を受けて申込みをしてしまったが、不審なのでキャンセルしたい。193
インターネット

接続回線
8

高齢の母が携帯電話の契約をしてその後解約したが、端末に付与していた補償サービスが解約できて
いなかった。返金を求めたい。

176携帯電話サービス9

いつでも解約可能な美容液を契約していたが、効果が感じられず解約を申し出たら回数に縛りがある
定期購入になっていた。解約希望。

171基礎化粧品10

（資料）川崎市消費者行政センター調べ

（2） 相談内容（2） 相談内容

第２章 消費生活を取り巻く現状

（令和6(2024)年度）

8



・販売購入形態の内訳としては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等があった令和２（2020）年以降、店舗外購入が全体の半数以上を占

める高い水準となっています。

・令和6（２０２４）年度の「店舗外購入」の合計は5,529件で、全体の52.4%を占めており、 「店舗外購入」の内訳では、「通信販売」、「訪問販

売」、「電話勧誘販売」の順で多くなっています。

２ 消費生活相談等の状況

（3） 販売購入形態別の相談件数（3） 販売購入形態別の相談件数

第２章 消費生活を取り巻く現状

不明, 3,164

店舗, 1,855

訪問, 1,063
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その他, 183

通信, 3,662店舗外

5,529

(52.4%)

販売購入形態の内訳（令和６(２０２４)年度）

4,587 4,654 
5,556 5,620 5,719 6,040 

5,529 
1,981 2,022 

1,811 1,754 2,169 1,918 
1,855 
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（資料）川崎市消費者行政センター調べ
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２ 消費生活相談等の状況

第２章 消費生活を取り巻く現状

R6
(2024)

R5
(2023)

R4
(2022)

商品・役務順位

148149137不動産貸借1

1348038医療サービス2

80179370エステティックサービス3

745253商品一般4

727537他の内職・副業５

若年者の商品・役務の上位品目

（資料）川崎市消費者行政センター調べ

（資料）川崎市消費者行政センター調べ

（４） 年代ごとの相談件数（４） 年代ごとの相談件数

・65歳以上の高齢者からの相談は増加傾向にあり、令和6(2024)年度の65歳以上の高齢者の相談件数は3,068件で、相談件数全体の約

3割を占めています。高齢者は、認知機能の低下、デジタル格差などにより、消費者トラブルに巻き込まれやすい状況にあると考えられます。

認知症等の高齢者では、本人以外からの相談が多く、本人はトラブルに遭っているという認識が低いため、問題が顕在化していないケースが

推測されます。

・２９歳以下の若年者について、令和4(2022)年4月の民法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。18歳と19歳の

消費者が未成年取消権を行使できなくなったことに伴う消費者トラブルの増加が懸念されましたが、本市及び国内ともに相談件数の顕著な

変化は見られませんでした。しかし、若年者は社会生活上の経験不足等から、悪質商法などのトラブルに遭いやすい傾向があり、一定数の相談

が寄せられています。

206 
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623 588 585 668 

952 942 

0
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（件）

年代別相談件数

相談件数（令和6(2024)年度）

人口10万人あたりの相談件数（令和6(2024)年度）
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・デジタル取引の活発化に伴い、インターネット通販に関する相談件数は、3,000件台の高い水準で推移しています。また、SNSをきっかけとし

た相談件数は全世代で年々増加傾向にあります。

・定期購入への自動移行や、わかりづらい解約方法など、消費者が想定しなかったケースに関する相談も増加し、特に中高年に多くみられます。

・本人も周囲も気づかないまま被害が埋もれる恐れのある事案もあり、すべての世代の誰もが消費者トラブルに遭遇する可能性があります。

第２章 消費生活を取り巻く現状
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全体に占

める割合

(5) デジタル取引の普及による消費者問題の複雑化・深刻化(5) デジタル取引の普及による消費者問題の複雑化・深刻化

（資料）川崎市消費者行政センター調べ （資料）川崎市消費者行政センター調べ
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・点検商法＊に関しては、相談件数が増加傾向にあり、特に70歳以上が突出して多く、屋根、給湯器、分電盤など、年度によって品目が移り変わ

る傾向があります。

・トイレや水漏れ、鍵の修理などのレスキューサービスでは、訪問業者による意図しない高額契約が問題となっています。幅広い年代から相談が

増加しており、トイレ修理や害虫駆除等が高額になる傾向があります。

（資料）川崎市消費者行政センター調べ （資料）川崎市消費者行政センター調べ

＊点検商法：「点検」を口実に消費者宅を訪問し、消費者の不安をあおる等の手段を用いて、リフォーム工事や商品交換、駆除作業等の

高額な契約を締結させる悪質商法
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２ 消費生活相談等の状況

（6） 点検商法等に関する相談の状況（6） 点検商法等に関する相談の状況
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３ 消費者行政に関する国の動向

(1) 国が定める消費者基本計画(1) 国が定める消費者基本計画

(2) 関係法令の主な改正等(2) 関係法令の主な改正等

国においては、消費者政策の計画的な推進を図るため、 「消費者基本法」第9条に基づき、 長期的に講ずべき消費者政策の大綱及び消費者政

策の計画的な推進を図るために「消費者基本計画」を平成17（2005）年から5年ごとに策定しています。

第5期消費者基本計画（令和7（2025）年度から令和11(2029）年度までの5年間）においては、デジタル技術の飛躍や社会構造の変化等に

伴う消費者の取引環境の急激な変化に対応するため、安全・安心な消費生活の確保のもと、以下を目指すべき社会の姿として設定しています。

 不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法） 一部改正 〔令和6(2024)年10月1日施行〕

消費者が信頼できる公正な取引環境の確保

• 複雑・巧妙化する消費者トラブルに対する、
包括的な規制や予防・救済の観点を含め
た対策の在り方の検討

• 行政と事業者等の協働による、悪質な事
業者が市場から排除される仕組みの形成

すべての世代における「消費者力」の実践

• 消費者市民社会の実現に向けた消費者
教育の推進

• 消費者と事業者のコミュニケーションの
深化

持続可能で包摂的な社会の実現

• どこに住んでいても質の高い相談・救済
を受けられる体制の維持強化

• 誰一人取り残されることなく、安心して
安全な消費生活を営むことができる社会
の構築

目指すべき社会の姿目指すべき社会の姿

第２章 消費生活を取り巻く現状

13

 消費者契約法 一部改正 〔令和5（2023）年6月1日施行〕

「景品表示法」では、不当表示等の疑いがある行為をした事業者に対し、自主的な取組を促進するため、早期是正や再発防止策等を積極
的に行う場合は、措置命令等の適用を受けないこととすることで、迅速に問題を改善する制度が新設されました。また、違反行為を行い行
政処分を受けたにもかかわらず、くり返し違反行為を行う事業者や、表示内容について根拠を有していないことを認識したまま表示を行う
など、故意に優良誤認表示・有利誤認表示を行う悪質な事業者が存在すること等から、違反行為に対する抑止力を強化するため、課徴金納
付命令を10年以内に受けたことがある事業者に対する課徴金額の加算や、行政処分にとどまらず直接罰する規定が新設されました。

「消費者契約法」では、事業者の不当な勧誘行為に影響されて消費者の契約に係る意思表示に瑕疵を生じさせ、契約を締結した場合にお
いて、消費者に契約に係る意思表示の取消を認める規定を設けています。消費者被害が多様化し、勧誘することを告げずに退去困難な場
所に同行して勧誘する事案や、契約締結の相談のための連絡を威迫する言動を交えて妨害する事案等、既存の規定では被害救済が困難な
消費者被害の実態に照らし、これらの行為が取消権に係る不当な勧誘行為として追加されました。
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Ⅰ 安全の確保

・調査及び商品に関する各法に基づく立入検査、食品等の検査等を実施することにより、商品・サービス、食の安全性の確保を図りました。

Ⅱ 表示、計量等の適正化及び不適正な取引行為の禁止

・家庭用品の品質表示の立入検査及び特定計量器の定期検査、商品量目の立入検査等を実施することにより表示、計量等の適正化を推進
しました。

Ⅲ 生活必需物資の確保及び価格の安定

・市内のスーパー及び大手コンビニエンスストア等と締結している災害時における物資の供給に関する協定に基づき、供給体制の確認を行
いました。また、協定締結先の生活協同組合と情報伝達訓練を実施するなど、協定の実効性を高めました。

・生鮮品等の集荷と充実を図り、安定供給を確保しました。

Ⅳ 苦情の処理及び被害の救済

・LoGoフォーム（川崎市簡易版電子申請サービス）を活用した相談資料の送付や、Web会議ツールを利用したオンライン相談の導入など、
デジタル技術を活用して、消費者がより相談しやすい環境の整備を推進しました。

・デジタル化の進展や悪質商法への対策など、社会経済環境の変化により整備された関係法令等に対応するための研修を実施し、相談員
のスキルアップを図りました。

・複雑化・多様化する消費者トラブルに対応するため、弁護士による特別相談会を実施するなど、相談体制の充実を図りました。

Ⅴ 消費者市民社会の形成に向けた消費者教育の推進【消費者教育推進計画】

・地域における消費者被害を未然に防止するため、地域包括支援センター等見守り関係者との情報交換や相談事例チラシの作成・配布等
を行いました。

・就労移行支援事業所及び就労継続支援B型事業所の通所者を対象に、消費者教育講座を実施しました。

・事業者向けの出前講座のメニューを新たに創設し、消費者志向経営の考え方の普及啓発を行いました。

１ ７つの施策の柱における主な取組

第３章 消費者行政推進計画の主な取組と課題

前消費者行政推進計画（令和5(2023)年度～令和7(2025)年度）では、めざすべき姿である「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を

営むことのできる社会」を実現するため、消費者条例の規定に合わせ、７つの施策の柱のもと以下のような取組を進めました。
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２ 目標（成果指標）の達成状況

・幅広い世代に対し、消費者被害を防止することや消費者市民社会の考え方を普及させることを目的に、注意喚起動画や消費を通じて持続
可能な社会を築くための行動事例を紹介するイメージ動画を作成し、YouTubeやSNS等での発信、デジタルサイネージを活用した広報
を実施しました。

・GIGA端末に対応した消費者教育デジタル教材について、小・中学校への周知等を行い、学校での利用を促進しました。

・成年年齢引下げに伴う啓発として、Webやパンフレット等により、若年者への消費者教育を推進しました。

Ⅵ 消費者支援協定

・消費者が安心してサービスを受けることが出来るよう、協定制度を設定しており、消費者支援協定店との協力体制の維持など取組を推進
しました。

Ⅶ 施策推進のための行政体制の充実

・消費者意見を反映させる附属機関等や関係施策の所管部署との連携とともに、消費生活eモニターの活用による消費者意見を集約しまし
た。

第３章 消費者行政推進計画の主な取組と課題

評価実績値目標値成 果 指 標

土曜日電話相談の実施や、相談員研修の充実等を図り、円滑な消費生活相談
体制を推進し、複雑化・深刻化する消費生活相談に迅速かつ適切に対応したこ
とにより、消費生活相談の年度内完了率は令和６(2024)年度に99.5％とな
り、目標値を達成することができました。

99.5％
（令和６年度）

99.0％以上
（令和７年度）

(1)消費生活相談の
年度内完了率

「消費者市民社会」の概念についてYouTube 等で発信するなど消費者教育を推
進し、消費行動の中で「消費者市民社会」の考え方を意識している市民の割合は
令和６(2024)年度に92.8%となり、目標値を達成することができました。

※本市主催事業の参加者に対し、環境への配慮を設問とした独自のアンケート調査で算出
（食品ロス、地産地消など具体例を掲示）

92.8％
（令和６年度）

92.0％以上
（令和７年度）

(2)消費行動の中で「消費
者市民社会」の考え方を
意識している市民の割
合（アンケート）※



（1） 消費者被害の拡大防止・救済に向けた相談体制の推進（1） 消費者被害の拡大防止・救済に向けた相談体制の推進

（3） 見守り等の配慮を要する消費者への対応（3） 見守り等の配慮を要する消費者への対応

（2） デジタル化の進展に伴いすべての消費者が被害に遭うリスクを踏まえた、多様な特性に合わせた啓発（2） デジタル化の進展に伴いすべての消費者が被害に遭うリスクを踏まえた、多様な特性に合わせた啓発

（4） 持続可能な社会形成に貢献する消費行動の実践（4） 持続可能な社会形成に貢献する消費行動の実践

３ 取り組むべき課題

第３章 消費者行政推進計画の主な課題

消費生活を取り巻く経済・社会環境の変化やこれまでの取組を踏まえ、本計画における取り組むべき主な課題を以下のとおり整理しました。

デジタル化やAIの進展に伴い取引環境が多様化・複雑化したことで、年齢等に関わりなく、すべての消費者が消費者トラブルのリスクにさら

されています。また、今後の更なるデジタル化の進展に伴い、新たな形態の消費者トラブルも想定されることから、デジタルリテラシーの向上

と、デジタル媒体等の活用による迅速な注意喚起情報の発信やデジタルデバイドを考慮した啓発活動を通して、消費者自らの被害防止の意識

を向上させ、未然に防ぐことが重要です。消費者自らが当事者意識をもって知識を身につけ、消費行動において合理的に判断できるよう、す

べての消費者に対し、ライフステージごとに適した内容で、消費者教育や注意喚起等を切れ目なく繰り返し行うことが必要です。

持続可能な社会形成に貢献する消費行動について、より多くの消費者が意識し、実践できるよう、様々な消費者教育の機会において、人や社

会、環境に配慮した消費行動（エシカル消費）及び事業活動の重要性を発信するなど、消費者と事業者双方の行動変容を促す取組が必要です。

高齢化の進行と高齢者単独世帯の増加により、消費者トラブルの増加や、本人も周囲も気づかないまま被害が埋もれ深刻化するおそれが懸

念されます。特に、認知症や障害等により判断力が低下する傾向にある消費者については、本人がトラブルに遭っている認識が低く、被害の深

刻化や潜在化が懸念されるため、見守りの重要性が増しています。見守り関係者への情報提供など、地域の見守り活動との連携や支援のニー

ズを踏まえた取組とともに、被害に遭った場合に相談できるよう、相談先の認知度の向上や、相談しやすい環境の整備が必要です。

消費者被害に遭ってしまった場合に早期救済につなげられるよう、消費生活相談窓口の周知や電子メール等による相談を継続するとともに、

関係機関・団体等との連携、相談員の資質向上を図り、複雑化・深刻化する消費生活相談に迅速かつ適切に対応していく必要があります。人口

減少等に伴う消費生活相談の担い手確保の課題にも適切に対応するため、PIO-NET（全国消費生活情報ネットワークシステム）刷新への円滑

な対応、デジタル技術の活用等により、効率化・効果的な消費生活相談体制を推進していくことが必要です。
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１ 消費生活の安全・安心の確保

17

「消費者行政推進計画」において、これまでの施策を着実に進め、さらに社会経済環境の変化等による課題に的確に対応した消費者行政施

策に取り組むため、前消費者行政推進計画におけるめざすべき姿である「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことのできる社会」

の実現を継続します。

１ 基本的な考え方

２ 施策を実施する上での視点

めざすべき姿を実現するため、消費生活を取り巻く環境の変化、本市の現状、国の動向、取り組むべき課題を整理し、具体的な施策を実施す

る上での4つの視点を設定します。これらの視点を踏まえ、「消費者行政推進計画」における課題に的確に対応する施策を重点取組とし、取組

内容の充実を図ります。

第４章 消費者行政推進計画における視点

めざすべき姿 「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことのできる社会」の実現

視
点

デジタル時代にも対応し、消費生活相談機能を維持・強化することで、多様化・複雑化する消費者トラブルの解決が図られ、消費者は
誰一人取り残されることなく、安心して安全な消費生活を営むことができるよう消費者行政の推進

３ 多様な主体との連携の強化

高齢者等の見守りを行う方への情報提供など、関係機関や団体、事業者、地域等、様々な主体と連携することで、被害の深刻化や
潜在化を防ぎ、見守り活動等を通して消費者被害の防止や救済を図るなど、各施策の効果的な推進

４ 持続可能な社会に向けた消費行動の推進

消費者市民社会の一員として、自身の消費生活が地球環境や経済社会の形成に影響を与えていることを一人一人が認識して消費
行動を行える消費者教育の推進

２ すべての世代における消費者力の向上

ライフステージに応じた継続的な消費者教育と情報提供により、すべての市民がデジタル時代に即した消費者力を身につけ、消費者
トラブルに遭いにくくなるとともに、万が一、消費者トラブルに遭った場合に適切に相談できるよう啓発の取組の推進
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国及び本市における消費生活を取り巻く現状を踏まえ、社会経済環境の変化による課題に的確に対応していくため、「消費者行政推進計画」

を推進していくにあたり、消費者条例の規定に合わせた基本理念及び７つの施策の柱は継続し、引き続き施策を実施します。

３ 施策の柱と取組

第４章 消費者行政推進計画における視点

Ⅰ 安全の確保

７つの施策の柱

Ⅱ 表示、計量等の適正化及び不適正な取引行為の禁止

Ⅲ 生活必需物資の確保及び価格の安定

Ⅳ 苦情の処理及び被害の救済

Ⅴ 消費者市民社会の形成に向けた消費者教育の推進
【消費者教育推進計画】

Ⅵ 消費者支援協定

Ⅶ 施策推進のための行政体制の充実

1 商品・サービスの安全性確保
2 食・環境の安全性確保
3 商品廃棄に係る汚染防止

1 表示・包装の適正化
2 計量の適正化
3 不適正な取引行為の禁止

1 生活必需物資の確保及び価格の安定
2 災害緊急対策

1 消費生活相談の推進
2 被害の救済

1 市民への効果的な情報発信
2 全世代におけるライフステージに応じた教育・啓発の推進
3 多様な主体との連携による消費者行政の推進

1 消費者支援協定の締結

1 消費者意見の反映
2 消費者行政の円滑な推進

消
費
者
が
安
心
し
て
安
全
で
豊
か
な
消
費
生
活
を
営
む
こ
と
の
で
き
る
社
会

めざす
べき姿

計
画
全
体
を
貫
く
視
点
を
踏
ま
え
、
施
策
に
反
映

消費者行政推進計画での施策

計画全体を貫く視点
１ 消費生活の安全・安心の確保 ２ すべての世代における消費者力の向上
３ 多様な主体との連携による取組 ４ 持続可能な社会に向けた消費行動の推進



• 安全で安心な暮らしが確保されることは、消費者にとって、日常生活を営む上で基本的かつ重要です。生活用製品に関しては、思わぬ事
故につながる可能性もあるため、必要に応じて調査・検査等を実施します。

• 食の安全・安心の確保に向け、総合的な安全対策を推進するなど、各種法令に基づく立入検査等による商品・サービスの安全性確保、消
費者事故等の未然防止対策等を推進します。

Ⅰ 安全の確保

第５章 消費者行政推進のための施策

関連するSDGｓ

１ 商品・サービスの安全性確保１

施策の考え方

2 食・環境の安全性確保

消費者行政センター(1) 商品に関する各法に基づく立入検査や商品テスト

 欠陥商品による身体への危険や被害等の未然防止を図るため、「消費生活用製品安全法」等に基づく必要な調査及び立入検査

 苦情の原因となった商品の調査を行う必要があると認める場合における、専門の検査機関等への調査依頼

健康福祉局生活衛生課・区役所(2) 家庭用品安全対策及び健康リビング対策

 販売店等の監視指導、試買等の試験検査による家庭用品の安全性の確認、家庭用品の使用方法等に関する啓発活動

 快適で安全な居住環境の確保支援のため、健康リビングに関する情報提供、啓発及び相談・要望に応じた居住環境の調査

経済労働局農業技術支援センター(1) 農作物の安全性確保

 環境保全型農業の普及に向けた適正な農薬使用及び防除記録作成の推進

健康福祉局生活衛生課・区役所
中央卸売市場食品衛生検査所

(2) 食品衛生に関する監視指導

 食品衛生に係る監視指導、食品の検査、食中毒等の調査、消費者への啓発

19小売店での監視指導 食品事業者向けの衛生指導
冊子「スマイル住まい」
健康リビングに関する啓発



Ⅰ 安全の確保

第５章 消費者行政推進のための施策

関連するSDGｓ

20

教育委員会事務局健康教育課・
健康給食推進室
こども未来局保育・子育て推進部

(3) 学校・保育園給食の安全性確保

 調理従事者、食材及び施設の衛生状態等の検査、並びに衛生管理の啓発

上下水道局水管理センター(4) 水道水の安全性確保

 「水安全計画」に基づく水源から給水栓までの総合的な水質管理、「水質検査計画」に沿った有機フッ素化合物を含む水質基準の検査及
び情報提供

健康福祉局生活衛生課・区役所(5) 環境衛生に関する監視指導

 旅館業・公衆浴場等の環境衛生関係営業施設の監視指導

 専用水道及び簡易専用水道については「水道法」に基づき、また、小規模水道及び小規模受水槽水道については条例に基づき、それぞ
れ施設及び管理に関する監視指導

3 商品廃棄に係る汚染防止

環境局廃棄物政策担当(1) 適正処理の推進

 「家電リサイクル法」に基づく適正処理に向けた普及啓発及び不法投棄された家電製品等の適正な処理

 収集した使用済み乾電池やリチウムイオン電池等の充電式電池、蛍光管の再資源化を含む適正な処理



21

• 過剰な商品包装は、商品価格の上昇や廃棄物量の増大につながることから、是正し適正化を図ることにより、環境の保全を推進します。
また、適正な表示や計量がなければ、消費者が適切な選択を行うことは極めて困難なため、価格・量目の表示及び計量について適正化
を図り、消費者の選択の機会を確保します。

• 不適正な取引行為を行っているおそれがあると認める事業者に対しては、法令等に基づき実態調査及び改善指導を行います。

Ⅱ 表示、計量等の適正化及び不適正な取引行為の禁止

第５章 消費者行政推進のための施策

１ 表示・包装の適正化１

施策の考え方
関連するSDGｓ

健康福祉局健康増進課・生活衛生
課・区役所
中央卸売市場食品衛生検査所

(１) 食品表示の適正化の推進

 食品表示法に基づく、食品添加物、消費・賞味期限、原料原産地、アレルギー物質を含む旨の表示等についての監視指導

 食品表示法及び健康増進法に基づく、栄養成分の表示、虚偽・誇大広告等についての相談対応及び指導

消費者行政センター(２) 表示、包装及びアフターサービスの適正化

 表示や包装、アフターサービス等について、定められた基準の遵守の推進

消費者行政センター(３) 家庭用品の品質表示の適正化の推進

 家庭用品の品質表示の適正化を図るため、「家庭用品品質表示法」に基づく調査及び立入検査
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Ⅱ 表示、計量等の適正化及び不適正な取引行為の禁止

第５章 消費者行政推進のための施策

3 不適正な取引行為の禁止

関連するSDGｓ

2 計量の適正化

消費者行政センター(1) 特定計量器（はかり・分銅等）の定期検査

 取引・証明に使用しているはかり・分銅等の性能・精度及び検定証印等の検査

消費者行政センター(2) 特定計量器（はかり・各種メーター類）の調査及び立入検査

 取引・証明に使用しているはかりや、市民生活に関わる各種メーター類（電気・水道・ガス等）について、有効期間や使用実態の把握のた
めの調査及び立入検査

消費者行政センター(3) 商品量目立入検査

 商店・スーパー・詰込事業所等の商品量目、表示及びはかりの使用状態等についての立入検査

消費者行政センター(4) 商品量目試買検査

 仕入商品等、包装を開封しなければ正確な量目検査ができない内容量表記商品について、量目及び表示等を確認するための試買検査

消費者行政センター(5) 適正計量の普及・啓発

 計量展示室の公開等を通した計量に関する情報提供

 市内事業所の計量管理及び品質管理の推進のため、計量管理講演会、計測技術講習会の開催等による市民及び事業所等への普及啓発
活動

消費者行政センター(1) 事業者との情報交換

 事業活動の適正化に向けた、事業者との情報交換や法令等の遵守の要請

消費者行政センター(2) 広域的な被害拡大防止及び未然防止

 神奈川県や県内政令指定都市、関係機関との連携による、情報交換や広域的な消費者被害の未然防止及び拡大防止
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生活必需物資の

• 消費者が安定した日常生活を送ることができるよう、生活必需物資の安定供給を図ります。

• 地震等の災害発生時には、物資不足や異常な物価の高騰等により、消費生活に重大な影響を及ぼすことがないよう、必要な生活物資の
調達・供給体制整備を推進します。

Ⅲ 生活必需物資の確保及び価格の安定

第５章 消費者行政推進のための施策

１ 生活必需物資の確保及び価格の安定１

施策の考え方
関連するSDGｓ

経済労働局北部市場業務課(1) 生活必需物資の確保

 生鮮品等の安定供給の確保

 新たな産地開拓や市場活性化に向けた取組

経済労働局農業振興課(2) 市内産農産物の地産地消の推進

 消費者が身近に存在する都市農業の優位性を活かした、地産地消の推進

消費者行政センター(3) 価格動向等の調査

 緊急時における生活必需物資等の価格動向及び需給状況の情報収集

かわさきそだち料理教室の様子ファーマーズクラブ（収穫体験）の様子「食彩まつり」での野菜の詰め放題販売
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Ⅲ 生活必需物資の確保及び価格の安定

第５章 消費者行政推進のための施策

2 災害緊急対策

関連するSDGｓ

消費者行政センター(1) 災害時における協定に基づく生活必需物資の供給

 災害時の緊急対策として、飲料水、食料、生活必需品等を確保するため、災害時における物資の供給協力に関する各種協定に基づく物
資供給

上下水道局水道管理課(2) 災害時における飲料水の供給

 管路の耐震化、及び市民生活に大きな影響を与える基幹管路の二重化・ネットワーク化の推進

 応急給水訓練や応急給水拠点開設等の訓練

危機管理本部危機対策部(3) 備蓄物資等の整備及び防災の啓発

 「川崎市備蓄計画」に基づく、食料、生活必需品及び災害応急対策に必要な資器材等の備蓄

 防災意識の高揚と地域の防災力向上による災害の被害軽減のため、各個人、家庭、地域での災害に対する日頃の備え等、防災対策を考
える際に役立つ情報発信と普及啓発

川崎市備蓄倉庫 支援物資輸送の様子応急給水訓練の様子
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• 社会経済環境が大きく変化するなか、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差はますます拡大し、消費者自らの力
のみで被害の回復を図ることは困難であるという状況を踏まえ、消費者の利益を守るため改正が行われた関係法令の理解を深め、複雑
化・深刻化する消費者被害等へ迅速かつ適切に対応します。

• 高齢者、障害者、若年者及び外国人などを含むすべての市民が、安全に安心して消費生活を営むことができるよう、消費生活相談体制
を確保し、消費者行政を推進します。

Ⅳ 苦情の処理及び被害の救済

第５章 消費者行政推進のための施策

施策の考え方
関連するSDGｓ

消費者行政センター(1) 相談の実施（◎）

 多様な消費者トラブルに関する専門知識と経験を持つ消費生活相談員による、的確な助言（自主交渉）・あっせん（事業者との間に入っ
て話し合いを取り持つこと）等、相談の実施

 外国人市民等の被害救済に向け、関係機関との連携による消費生活相談の対応

消費者行政センター(2) 相談体制の推進

 複雑化・深刻化する消費生活相談に迅速かつ適切に対応していくため、相談員が弁護士等から専門的な助言を受けられる体制の確保

 社会経済環境の変化に対応した知識習得や消費生活相談に反映するための研修の充実による、職員及び消費生活相談員の資質の向上

消費者行政センター(3) 特別相談の実施

 被害に遭いやすい若年者及び高齢者を対象に、相談する機会の提供並びに被害救済、未然防止及び拡大防止を目的とした特別相談の
実施

 国の動向や法改正等を踏まえ、必要に応じた特別相談等の実施の検討

消費者行政センター(4) 消費生活相談のデジタル化の推進（◎）

 国等が進めているPIO-NET（全国消費生活情報ネットワークシステム）の新システム移行への円滑な対応

 Logoフォーム等の活用による相談資料の受信等、消費者ニーズに対応したデジタル技術の活用による効率的な相談の実施

１ 消費生活相談の推進１

重点取組（◎）
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Ⅳ 苦情の処理及び被害の救済

第５章 消費者行政推進のための施策

2 被害の救済

消費者行政センターでの電話相談対応の様子

消費者行政センター(1)苦情処理のあっせん・調停等

 市民の消費生活に著しく影響を及ぼす事案に関して解決を図るため、「消費者行政推進委員会 苦情処理部会」の設置

消費者行政センター(2)消費者訴訟の援助

 消費者が事業者に対して行う訴訟活動等への援助

消費者行政センター(3)被害救済に向けた関係機関との連携

 関係行政機関や警察等との連携を強化し、情報の共有・交換を行うことによる被害の未然防止及び拡大防止

 危害情報や「消費者安全法」に規定する重大事故等について、消費者庁への迅速な通知

関連するSDGｓ
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• 消費者が、解約困難なケースや想定を超える高額な契約といった不本意な契約による被害を消費者自ら防止できるよう、全世代におい
て消費者力 （気づく力、断る力、相談する力、働きかける力）を身につけ、向上するための消費者教育や情報提供を行います。

• 「消費者市民社会」の形成に向けた消費者教育を行い、持続可能性に配慮したライフスタイルを推進します。

• 被害防止に向けた見守り体制を支援・強化するため、地域の見守り活動と連携した情報提供や消費者教育の担い手育成を行います。

Ⅴ 消費者市民社会の形成に向けた消費者教育の推進 【消費者教育推進計画】

第５章 消費者行政推進のための施策

施策の考え方

関連するSDGｓ

１ 市民への効果的な情報発信1

消費者行政センター(1) 消費生活に関する情報提供（◎）

 消費者行政センターの相談窓口や消費者トラブル事例等について、ポスター掲示、リーフレット等の配架、デジタルサイネージやインター
ネットへの掲出、メールマガジン等、様々な媒体を活用した効果的な情報発信

 毎月の消費生活相談件数・内容等について、ホームページでの公表

 街頭キャンペーン、市主催行事等への参画による消費者被害防止及び消費者市民社会の形成のための啓発

 消費者行政センターにおける資料展示・閲覧コーナーの整備

 消費者被害の類型の動向に対応した、かしこい消費者講座や消費者支援強調月間講演等の啓発イベント

 エシカル消費等、持続可能な消費行動の実践事例の広報などによる「消費者市民社会」の実現に向けた消費者教育の推進

環境局脱炭素戦略推進室(2) 地域社会における地球温暖化対策等の啓発

 「川崎市地球温暖化対策推進基本計画」に基づく、地球環境に配慮したエコ暮らしへの転換を促す取組の推進

健康福祉局健康増進課・区役所(3) 健康な食のあり方を学ぶ機会・情報の提供

 リーフレット配布や講習会、イベント等による、食育やバランスの良い食生活改善等の普及啓発

年齢や特性に応じたライフステージ別の体系的な消費者教育・啓発活動を推進していくことが定められた「消費者教育推進法」が平成24

（2012）年12月に施行されたことに伴い、この第５章Ⅴを同法に基づく地方公共団体の消費者教育の推進に関する施策についての計画

と位置づけ、学校・地域・家庭・職域等の様々な場において、多様な特性に応じた消費者教育の取組を推進します。

重点取組（◎）
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Ⅴ 消費者市民社会の形成に向けた消費者教育の推進 【消費者教育推進計画】

第５章 消費者行政推進のための施策

関連するSDGｓ

１ 全世代におけるライフステージに応じた教育・啓発の推進2

消防局予防課・査察課(4) 消防に関する情報の提供

 火災予防のため、ポスター、パンフレット配布等による普及啓発及び相談対応

 住宅用火災警報器の設置の普及啓発等による住宅防火対策の推進

 消火器等の不適正販売及び消防用設備等の不適正点検等の防止対策

まちづくり局住宅整備推進課(5) 住宅に関する情報の提供

 住宅の適正な維持管理など良好な住環境の形成を図るため、住宅相談窓口やアドバイザー派遣制度による相談対応及びセミナー等に
よる情報提供

経済労働局北部市場(6) 市場体験による食育・花育の実施

 食や花に関する市場の役割や機能等の普及啓発

(1) 学校・若年者に向けた消費者教育（◎）

ア 教育委員会事務局総合教育セ
ンター
消費者行政センター

イ 消費者行政センター

ウ 消費者行政センター
環境局減量推進課

ア 小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等との連携による消費者教育

 学習指導要領における消費生活に関する内容についての教員への周知

 消費者教育デジタル教材（GIGA端末対応）の活用等による自立した消費者としての児童生徒の
育成

 児童生徒を対象とした講座等による、消費者市民社会の形成に向けた消費者教育

イ 大学・専門学校等との連携による消費者教育

 大学生等への職場体験の提供等による消費者教育の理解促進

ウ その他の若年者向け消費者教育

 イベント等における若年者に対する消費者被害の未然防止のための広報

 ３R＋Renewableの推進に向けた、デジタル教材（GIGA端末対応）や「出前ごみスクール」等を
活用した環境教育
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Ⅴ 消費者市民社会の形成に向けた消費者教育の推進 【消費者教育推進計画】

第５章 消費者行政推進のための施策

関連するSDGｓ

(2) 家庭における消費者教育

消費者行政センター 高齢者や子どもなど家庭内で情報共有する意識を醸成するための消費者教育

(3) 地域社会における消費者教育（◎）

ア 消費者行政センター

イ 環境局減量推進課

ウ 消防局予防課

エ 消費者行政センター

ア 消費生活全般に関する消費者教育

 消費生活に関する出前講座

 消費者被害の未然防止のため、点検商法等、時宜に合った内容のチラシ配布等による注意喚起

イ 廃棄物の排出抑制等、３R＋Renewableの推進に向けた普及啓発

 資源物とごみの出し方や減量化・資源化の取組等の出前講座

 講演会やイベント等を活用したごみの減量化・資源化への意識啓発

ウ 地域の特性に応じた火災予防対策と普及啓発

 各消防署に設置された放火火災防止対策協議会等を活用した放火防止対策

エ 高齢者及び障害者に対する消費者被害防止

 高齢者や障害者における消費者被害の未然防止のため、チラシ配布や障害者施設等への出前講
座など、関係部署と連携した、当事者を対象とした消費者教育

 地域の見守り関係者に対する消費者トラブル事例や見守りに必要な知識等の講座や情報提供

(4) 職域における消費者教育

ア 消費者行政センター

イ 環境局減量推進課・地域環境
共創課

ア 市内事業者の従業員等への消費者教育

 消費者志向経営や消費生活に関する情報についての情報提供

イ 市内事業者向けの事業活動における地球温暖化対策

 事業系一般廃棄物の減量化・資源化に向けた指導

 エコショップ制度や食品ロス削減協力店制度等による廃棄物の減量化の意識啓発

 事業所のドライバー、運行管理者等に向けたエコドライブ講習会
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Ⅴ 消費者市民社会の形成に向けた消費者教育の推進 【消費者教育推進計画】

第５章 消費者行政推進のための施策

関連するSDGｓ

(1)消費者教育の担い手の育成（◎）

ア 消費者行政センター

イ 消費者行政センター

ウ 教育委員会事務局総合教育セ
ンター

エ 環境局企画課・減量推進課

オ 健康福祉局健康増進課・
区役所

ア 地域における見守り等を行う消費者教育の担い手の育成

イ 相談体制の推進（再掲）

ウ 学校における消費者教育の担い手の育成

エ 環境教育の担い手の育成・支援

オ 食育推進の担い手の育成

(2)多様な主体との連携及び育成（◎）

ア 消費者行政センター

イ 環境局脱炭素戦略推進室

ウ 消費者行政センター

エ 健康福祉局健康増進課・
区役所

オ 環境局減量推進課

ア 消費者団体等の育成及び連携の推進

 地域の見守り関係者に対する消費者トラブル事例や見守りに必要な知識等の講座や情報提供
（再掲）

 エシカル消費等、市民の消費生活に関する知識の普及・意識向上を目的とした、消費者団体等と
の連携による啓発イベント等の開催

イ 多様な主体との連携による出前講座やイベント等による、地球温暖化対策等の啓発

ウ 食の安全に関する情報提供

 食の安全に関する施策体系の充実を図るため、「川崎市食の安全確保対策懇談会」における意見
交換や情報提供

エ 関係団体等とのネットワークの構築

 「川崎市食育推進会議」等の開催による、継続的な食育推進運動及び関係機関との連携・協力体
制の支援

オ 資源集団回収の推進に向けた連携

 「川崎市資源集団回収事業連絡協議会」と連携した資源集団回収の推進

多様な主体との連携による消費者行政の推進3
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• 消費者行政の推進においては、消費者と行政以外にも事業者の自主的な努力によるサービスや取引の改善を促進することも重要です。

• 消費者保護に特に配慮した事業者の振興を図る目的で、事業者及び事業者団体と本市の間に５つの消費者支援協定を締結しており、既
存の消費者支援協定締結先の拡大を図るとともに、多くの市民に協定店を利用してもらうため、冊子や本市ホームページ等で情報提供
します。

Ⅵ 消費者支援協定

第５章 消費者行政推進のための施策

１ 消費者支援協定の締結１

施策の考え方
関連するSDGｓ

消費者行政センター(1)消費者支援協定の締結

 事業者の自主的な努力によるサービスや取引の改善を促進するため、事業者等との協定の締結及び情報提供

 ア 「洗濯用粉石けんの安定供給に関する消費者支援協定」

 イ 「家庭用電気製品の修理に関する消費者支援協定」

 ウ 「上下水道の水回り工事に関する消費者支援協定」

 エ 「住宅工事の契約における消費者トラブル防止に関する協定」

 オ 「葬儀における消費者トラブルの防止に関する協定」

消費者支援協定店ステッカー消費者支援協定のご案内冊子
川崎市消費者行政センターキャラクター

てるみ～にゃ
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第５章 消費者行政推進のための施策

• 消費者を取り巻く社会経済環境の変化に伴い、個人の価値観や生活志向も多様化・個性化しています。また、消費者問題は、広範囲に及
ぶことから市民意見を反映した総合的な消費者行政の推進が求められます。

• 消費者行政に横断的に取り組む必要があり、迅速かつ的確に対応するため、関係部署、関係機関との連携・強化に努めます。

Ⅶ 施策推進のための行政体制の充実

施策の考え方
関連するSDGｓ

１ 消費者意見の反映１

2 消費者行政の円滑な推進

消費者行政センター(1) 消費者行政推進委員会における審議

 学識経験者、消費者代表、事業者代表で構成される附属機関「川崎市消費者行政推進委員会」における、消費生活全般にわたる課題に
関する審議

消費者行政センター(2) 川崎市食の安全確保対策懇談会における協議

 学識経験者、消費者代表、事業者代表で構成される「川崎市食の安全確保対策懇談会」における、食の安全確保に関する施策の充実に
関する協議

消費者行政センター(1) 消費者行政連絡調整会議等の開催

 「川崎市消費者行政連絡調整会議」等の庁内関係部署で構成した会議を通した課題や情報等の共有による、全市横断的な消費者行政の
推進

消費者行政センター(2) 国や関係機関、消費者団体等との連携

 国、県等他の関係機関、消費者団体等との連携による消費者行政の推進
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第６章 消費者行政推進計画の進行管理

１ 計画の推進

 「消費者行政推進計画」の推進にあたっては、総合的かつ円滑な施行を確保するため、関係部署との連携を深め、施策体系図の各具体的

施策を総合的に調整及び円滑に実施します。

 「消費者行政推進計画」に位置づけられた事業が的確に実施されているかどうかを点検し、その事業の成果・効果について評価し、その

結果を今後の事業の取組に活かしていくことが重要です。本計画の進行管理を行うとともに、前年度の事業実施状況やその実績につい

て公表します。

 計画の進捗状況については、附属機関である「川崎市消費者行政推進委員会」に報告し、意見を求めます。

施策を実施する上での視点を踏まえ、「消費者行政推進計画」を推進していくことにより、「めざすべき姿」を実現していきます。

取組の達成状況を客観的に確認するため、以下を指標として設定します。

消費者行政推進計画の指標

２ 計画の指標

目標値基準値指標主な施策の方向性

97％以上
（毎年度）

97％
（令和6(2024)年度実績）

年度内に受けた消費生活相談のうち2か月以内に

完了した案件の割合
消費生活相談の推進

２２回以上
（毎年度）

22回
（令和6(2024)年度実績）消費者教育に関する講座等の実施回数消費者教育の推進
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３ 施策体系図

担当部署所管局消費者行政推進計画における事業名事業番号柱
Ⅰ 安全の確保

施策1 商品・サービスの安全性確保

消費者行政センター経済労働局商品に関する各法に基づく立入検査や商品テスト1-11
生活衛生課・区役所健康福祉局家庭用品安全対策及び健康リビング対策1-22

施策2 食・環境の安全性確保

農業技術支援センター経済労働局農作物の安全性確保2-13
生活衛生課・区役所
中央卸売市場食品衛生検査所

健康福祉局食品衛生に関する監視指導2-24

健康教育課・健康給食推進室教育委員会事務局学校・保育園給食の安全性確保2-35
保育・子育て推進部こども未来局

水管理センター上下水道局水道水の安全性確保2-46
生活衛生課・区役所健康福祉局環境衛生に関する監視指導2-57

施策３ 商品廃棄に係る汚染防止

廃棄物政策担当環境局適正処理の推進3-18
Ⅱ 表示、計量等の適正化及び不適正な取引行為の禁止

施策1 表示・包装の適正化
健康増進課・生活衛生課・中央卸売市場
食品衛生検査所・区役所

健康福祉局食品表示の適正化の推進1-19

消費者行政センター経済労働局表示、包装及びアフターサービスの適正化1-210
消費者行政センター経済労働局家庭用品の品質表示の適正化の推進1-311

施策2 計量の適正化
消費者行政センター経済労働局特定計量器（はかり・分銅等）の定期検査2-112
消費者行政センター経済労働局特定計量器（はかり・各種メーター類）の調査及び立入検査2-213
消費者行政センター経済労働局商品量目立入検査2-314
消費者行政センター経済労働局商品量目試買検査2-415
消費者行政センター経済労働局適正計量の普及・啓発2-516

施策３ 不適正な取引行為の禁止
消費者行政センター経済労働局事業者との情報交換3-117
消費者行政センター経済労働局広域的な被害拡大防止及び未然防止3-218
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３ 施策体系図

担当部署所管局消費者行政推進計画における事業名事業番号柱
Ⅲ 生活必需物資の確保及び価格の安定

施策1 生活必需物資の確保
北部市場業務課経済労働局生活必需物資の確保1-119
農業振興課経済労働局市内産農産物の地産地消の推進1-220
消費者行政センター経済労働局価格動向等の調査1-321

施策2 災害緊急対策
消費者行政センター経済労働局災害時における協定に基づく生活必需物資の供給2-122
水道管理課上下水道局災害時における飲料水の供給2-223
危機対策部危機管理本部備蓄物資等の整備及び防災の啓発2-324

Ⅳ 苦情の処理及び被害の救済
施策1 消費生活相談機能の充実

消費者行政センター経済労働局相談の実施1-125
消費者行政センター経済労働局相談体制の推進1-226
消費者行政センター経済労働局特別相談の実施1-327
消費者行政センター経済労働局消費生活相談のデジタル化の推進1-428

施策2 被害の救済
消費者行政センター経済労働局苦情処理のあっせん・調停等2-129
消費者行政センター経済労働局消費者訴訟の援助2-230
消費者行政センター経済労働局被害救済に向けた関係機関との連携2-331

Ⅴ 消費者市民社会の形成に向けた消費者教育の推進 【消費者教育推進計画】
施策1 市民への効果的な情報発信

消費者行政センター経済労働局消費生活に関する情報提供1-132
脱炭素戦略推進室環境局地域社会における地球温暖化対策等の啓発1-233
健康増進課・区役所健康福祉局健康な食のあり方を学ぶ機会・情報の提供1-334
予防課・査察課消防局消防に関する情報の提供1-435
住宅整備推進課まちづくり局住宅に関する情報の提供1-536
北部市場業務課経済労働局市場体験による食育・花育の実施1-637

施策2 全世代におけるライフステージに応じた教育・啓発の推進

学校・若年者に向けた消費者教育2-1

総合教育センター教育委員会事務局ア 小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等との連携による消費者教育38
消費者行政センター経済労働局

消費者行政センター経済労働局イ 大学・専門学校等との連携による消費者教育39
消費者行政センター経済労働局ウ その他の若年者向け消費者教育40
減量推進課環境局
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担当部署所管局消費者行政推進計画における事業名事業番号柱
Ⅴ 消費者市民社会の形成に向けた消費者教育の推進 【消費者教育推進計画】

施策2 全世代におけるライフステージに応じた教育・啓発の推進
消費者行政センター経済労働局家庭における消費者教育2-241

地域社会における消費者教育2-3
消費者行政センター経済労働局ア 消費生活全般に関する消費者教育42
減量推進課環境局イ 廃棄物の排出抑制等、3R＋Renewableの推進に向けた普及啓発43
予防課消防局ウ 地域の特性に応じた火災予防対策と普及啓発44
消費者行政センター経済労働局エ 高齢者及び障害者に対する消費者被害防止45

職域における消費者教育2-4
消費者行政センター経済労働局ア 市内事業者の従業員等への消費者教育46
地域環境共創課・減量推進課環境局イ 市内事業者向けの事業活動における地球温暖化対策47

施策３ 多様な主体との連携による消費者行政の推進
消費者教育の担い手の育成3-1

消費者行政センター経済労働局ア 地域における見守り等を行う消費者教育の担い手の育成48
消費者行政センター経済労働局イ 相談体制の推進（再掲）49

総合教育センター教育委員会事務局ウ 学校における消費者教育の担い手の育成50
企画課・減量推進課環境局エ 環境教育の担い手の育成・支援51
健康増進課・区役所健康福祉局オ 食育推進の担い手の育成52

多様な主体との連携及び育成3-2
消費者行政センター経済労働局ア 消費者団体等の育成及び連携の推進53
脱炭素戦略推進室環境局イ 多様な主体との連携による出前講座やイベント等による、地球温暖化対策等の啓発54
消費者行政センター経済労働局ウ 食の安全に関する情報提供55

健康増進課・区役所健康福祉局エ 関係団体等とのネットワークの構築56
減量推進課環境局オ 資源集団回収の推進に向けた連携57

Ⅵ 消費者支援協定
施策1 消費者支援協定の締結

消費者行政センター経済労働局消費者支援協定の締結1-158
Ⅶ 施策推進のための行政体制の充実

施策1 消費者意見の反映
消費者行政センター経済労働局消費者行政推進委員会における審議1-159
消費者行政センター経済労働局川崎市食の安全確保対策懇談会における協議1-260

施策2 消費者行政の円滑な推進
消費者行政センター経済労働局消費者行政連絡調整会議等の開催2-161
消費者行政センター経済労働局国や関係機関、消費者団体等との連携2-262

３ 施策体系図



（参考資料1） 川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例
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第１章 総則
(目的)

第１条 この条例は、市民の基本的権利としての生存生活権を守るうえにおいて消費者としての利益の擁護及び増進を図ることが極めて重要であること並
びに消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等において格差があることにかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、市及び事業者
の責務並びに消費者の役割を明らかにするとともに、その基本的施策その他必要な事項を定めることにより、施策の総合的推進を図り、もって市民の消
費者としての主権を確立し、消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。
(基本理念)

第２条 消費者の利益の擁護及び増進に関する施策（以下「消費者行政」という。）の推進は、次に掲げる事項が消費者の権利であることを尊重するとともに、
消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければな
らない。
(1) 消費者が商品（包装を含む。以下同じ。）及びサービス（以下「商品等」という。）の提供を受ける際、その生命、身体及び財産の安全が確保されること。
(2) 消費者が詐欺的又は不当な取引方法を回避することができ、適正な表示により、自主的かつ合理的な選択が確保されること。
(3) 消費者が常に種々の商品等に適正な価格で接することを保証されること。
(4) 消費者の意見があらゆる面で十分反映されるとともに、苦情の処理及び被害の救済が正当かつ迅速に保証されること。
(5) 消費者が健全な消費生活を営むため、必要な情報及び教育の機会が提供されること。
(6) 消費者の自主的な組織化及び行動が保証されるよう、環境条件が確保されること。

２ 消費者行政の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない。
(市の基本的責務)

第３条 市は、前条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者行政の推進に努めなければならない。
２ 市長は、消費者行政の推進に当たって必要があると認めるときは、国、県、関係業界等に対し、適切な措置をとるよう、要請しなければならない。

(事業者の基本的責務)
第４条 事業者は、第２条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、消費者に対する商品等の提供において、安全の確保、

表示、計量、取引行為等の適正化及び公正な競争に努めるとともに、市長が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
２ 事業者は、消費者に対する商品等の提供において、環境の保全に配慮するとともに、商品等について品質等を向上させ、消費者の信頼を確保するよう

努めなければならない。
(消費者の役割)
第５条 消費者は、自ら進んで消費生活についての知識を深め、及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するとともに、連帯共同し、組織化

を進め、消費者運動の発展に努めることなどによって、消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たすものとする。
２ 消費者は、消費生活に関し、環境の保全に配慮するよう努めなければならない。

第２章 消費者行政推進計画
(消費者行政推進計画の策定等)

第６条 市長は、消費者行政の計画的な推進を図るための総合的な計画(以下「消費者行政推進計画」という。)を策定し、実施しなければならない。
２ 市長は、前項の消費者行政推進計画を策定しようとするときは、川崎市消費者行政推進委員会の意見を聴かなければならない。

（参考資料1） 川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例



39

第３章 基本的施策
第１節 安全の確保

(危険商品等の禁止等)
第７条 事業者は、消費者の生命、身体若しくは財産の安全を害し、又は害するおそれのある商品等(以下「危険商品等」という。)を提供してはならない。
２ 事業者は、商品等について品質の保持その他安全の確保のために必要な措置を講じなければならない。
３ 事業者は、その商品等が危険商品等であることが明らかになったときは、直ちにその危険商品等の発表、回収、改善その他安全の確保のために必要な措

置を講じなければならない。
(安全性の確認等)
第８条 市長は、商品等について社会的に安全性が問題となったときは、事業者に対しその安全性の根拠となる資料等の提供を要請するなどその実態を調

査しなければならない。
２ 市長は、消費者の安全を確保するために必要があると認めるときは、商品について必要な検査を行うものとする。
３ 市長は、必要に応じて前２項の結果を公表するものとする。
４ 市長は、法令に定めがあるもののほか、規則で商品等及びその表示について安全の確保のために事業者が遵守すべき基準を定めることができる。

第２節 表示、計量等の適正化
(表示の適正化等)

第９条 事業者は、商品等の提供において、消費者に誤解を生じさせるおそれのある表示、広告若しくは宣伝又は消費を過度に刺激する取引方法を行って
はならない。

２ 事業者は、消費者が商品等を正しく認識し、その購入、使用又は利用に際し選択を誤ることがないよう、品質、取扱方法、単位価格その他商品等の内容
及び取引方法(以下「商品等の内容及び取引方法」という。)に関し必要な事項を適正かつわかりやすく表示しなければならない。

３ 市長は、法令に定めがあるもののほか、規則で商品等の内容及び取引方法に関し表示すべき事項並びに表示の方法その他表示に際し事業者が遵守すべ
き基準を定めることができる。

(計量の適正化)
第１０条 事業者は、消費者に対する商品の提供において消費者の不利益となるような計量を行ってはならない。
２ 市長は、消費者と事業者との間の取引に際し適正な計量が確保されるよう、必要な施策を講じなければならない。

(包装の適正化等)
第１１条 事業者は、商品の内容を誇張し、廃棄物の量を増大させるなど必要以上の過大な包装をしてはならない。
２ 市長は、規則で包装に関し事業者が遵守すべき基準を定めることができる。
(アフターサービスの徹底等)
第１２条 事業者は、商品等について消費者への提供後の保証、修理、回収等のサービス(以下「アフターサービス」という。)の内容を明示するとともに、その

徹底を図らなければならない。
２ 市長は、規則でアフターサービスに関し事業者が遵守すべき基準を定めることができる。

（参考資料1） 川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例
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第２節の２ 不適正な取引行為の禁止
(不適正な取引行為の禁止)

第１２条の２ 市長は、事業者が消費者との間で行う取引に関し、次の各号のいずれかに該当する行為を不適正な取引行為として規則で定めることができる。
(1) 消費者に対し、取引の意図を隠して接近し、又は商品等の契約に関し、重要な情報(これに関連する情報を含む。)を故意に提供せず、若しくは消費者

に誤解を生じさせるおそれのある情報を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(2) 消費者の自発的意思を待つことなく執ように説得し、消費者の知識若しくは判断力の不足に乗じ、若しくは消費者を心理的に不安な状態に陥らせる

方法等を用いて、契約の締結を勧誘し、又はこれらにより消費者の十分な意思形成のないまま契約を締結させる行為
(3) 民法(明治２９年法律第８９号)第１条第２項に規定する基本原則に反し、消費者に不利益をもたらすことが明白な事項を内容とする契約を締結させ

る行為
(4) 消費者又はその関係人を欺き、威迫し、困惑させる等の手段を用いて、当該消費者又はその関係人に契約(契約の成立又はその内容について当事者

間で争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
(5) 契約に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対して、適切な処理をせず、履行をいたずらに遅延し、又は正当な理由なく拒否する

行為
(6) 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出若しくは契約の無効の主張に際し、これらを妨げて、契約の成

立若しくは存続を強要し、又は契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し若しくは契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、これらに
よって生じた債務の履行をいたずらに遅延し、若しくは正当な理由なく拒否する行為

(7) 消費者が他の事業者から商品等を購入することを条件又は原因として、当該消費者に対して、当該商品等の購入に要する資金の貸付けその他の信
用の供与をする契約における次に掲げる行為
ア 商品等の購入に係る他の事業者の行為が第１号から第３号までに規定するいずれかの行為に該当することを知りながら、又は知り得べきであるにも

かかわらず、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
イ 商品等の購入に係る他の事業者に対して生じている事由をもってする消費者の正当な根拠に基づく対抗にもかかわらず、当該消費者又はその関係

人を欺き、威迫し、困惑させる等の手段を用いて、当該消費者又はその関係人に契約に基づく債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
２ 事業者は、消費者と取引を行うに当たり、前項の規定により定められた不適正な取引行為を行ってはならない。

第３節 生活必需物資の確保及び価格の安定
(流通機構の整備等)

第１３条 市長は、消費者の日常生活に必要な物資(以下「生活必需物資」という。)の安定供給の確保及び価格の安定を図るため、流通機構の整備に努める
ほか、他の地方公共団体等との連携強化を図るなど必要な施策の推進に努めなければならない。

２ 市長は、必要と認める生活必需物資の価格、需給等に関する情報を収集し、必要に応じてその結果を公表するものとする。
(不適正な販売行為の禁止等)
第１４条 事業者は、商品について円滑な流通を不当に妨げ、又は標準的な利得を著しく超える価格で販売する行為を行ってはならない。
２ 事業者は、生活必需物資について生産、流通等の円滑化及び価格の適正化に努めなければならない。
(緊急時対策)
第１５条 市長は、生活必需物資の供給量が不足し、又は価格が著しく高騰し、若しくはそのおそれがあると認めるときは、事業者に対し当該生活必需物資

の供給を要請するなどその確保等に必要な措置を講じなければならない。

（参考資料1） 川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例
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第４節 苦情の処理及び被害の救済
(苦情の処理等)

第１６条 事業者は、消費者との間の取引に関して生じた苦情について、必要な体制の整備等に努め、その適切かつ迅速な処理を行わなければならない。
２ 市長は、消費者と事業者との間の取引に関して生じた苦情の処理のあっせん、調停等に努めるとともに、必要に応じてその結果を公表するものとする。
３ 市長は、前項の規定による苦情の処理のあっせん、調停等が専門的知見に基づいて適切かつ迅速になされるようにするため、人材の確保及び資質の向

上その他の必要な施策を講じなければならない。
(消費者訴訟の援助)

第１７条 市長は、消費者が事業者を相手にして行う訴訟(以下「消費者訴訟」という。)について、次に掲げる要件に該当するときは、消費者訴訟に要する費
用の貸付けその他訴訟活動に必要な援助を行うものとする。
(1) 多数の消費者が消費生活上同一かつ少額の被害を被っていること。
(2) 消費者が自ら事業者を相手に訴訟を提起することが困難なこと。
(3) 川崎市消費者行政推進委員会のあっせん、調停等を経ていること。

２ 前項に規定する消費者訴訟に要する費用として貸し付ける資金(以下「資金」という。)は無利息とし、貸付期間は市長が定める日までとする。
３ 資金の貸付けを受けた者が当該消費者訴訟の結果、訴訟に要した費用を得ることができなかったとき、その他市長が償還させることが適当でないと認

めるときは、資金の全部又は一部の償還を免除することができる。
４ 前３項に定めるもののほか、資金の貸付けその他消費者訴訟の援助に関し必要な事項は、規則で定める。

第５節 消費者啓発及び組織化の推進
(啓発活動及び教育の推進)

第１８条 市長は、消費者の権利を尊重し、その自立を支援し、及びその環境の保全への配慮を高めるため、消費生活に関する知識の普及、情報の提供その
他の啓発活動を推進するとともに、消費者団体及び事業者団体との連携を図りつつ、学校、地域、家庭、職域その他のさまざまな場を通じて、消費者教育
の充実等の施策を講じなければならない。

(組織化の推進)
第１９条 市長は、消費者の自主的な組織化及び行動が確保されるよう、必要な環境条件の整備に努めなければならない。
２ 消費者は、相互に連携し、組織化を進めるとともに、その意見、要望等を集約し、国、県、関係業界等に反映させるように努めなければならない。

第４章 消費者支援協定
(消費者支援協定の締結等)
第２０条 市は、消費者行政の推進に当たって、業界の自主的な努力による改善を促進するとともに、消費者の自立の支援及び物価の安定並びに良心的な

経営に努める事業者の振興を図るため、事業者又は事業者団体との間に協定(以下「消費者支援協定」という。)を締結することができる。
２ 消費者支援協定を締結した事業者及び事業者団体は、当該消費者支援協定を遵守しなければならない。
３ 市は、消費者支援協定の締結の拡大を図らなければならない。
４ 市長は、消費者支援協定を締結し、変更し、又は解除したときは、その内容を公表するものとする。

（参考資料1） 川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例
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第５章 施策推進のための行政体制の充実
第１節 消費者行政の総合的推進

(意見の反映及び透明性の確保)
第２１条 市長は、消費者行政の推進に当たって、消費者としての市民の参加、モニター制度の活用等消費者の意見の反映及び施策の策定の過程の透明性

の確保に努めなければならない。
(行政体制の強化充実等)
第２２条 市長は、消費者の要求に対応し消費者行政の推進及びその実効を確保するため、商品の品質、価格及び量目、サービスの内容等について調査、検

査、試験等を行うための行政体制の強化充実に努めなければならない。
２ 市長は、前項の調査、検査等を行うため、消費生活調査員を置くことができる。

第２節 消費者行政推進委員会
(消費者行政推進委員会)
第２３条 消費者行政を推進するため、市長の附属機関として川崎市消費者行政推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
２ 委員会は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 第６条第１項に規定する消費者行政推進計画について意見を述べること。
(2) 第８条第４項、第９条第３項、第１１条第２項及び第１２条第２項に規定する基準の設定に関し意見を述べること。
(3) 第１２条の２第１項に規定する規則の改正に関し意見を述べること。
(4) 第１６条第２項に規定する苦情の処理のあっせん、調停等を行うこと。
(5) 第１７条に規定する消費者訴訟の援助に関し意見を述べること。
(6) 第２０条に規定する消費者支援協定の締結、変更又は解除に関し意見を述べること。
(7) 次条に規定する不適正な事業行為等及び第２６条に規定する公表に関し意見を述べること。
(8) その他消費者行政に関する重要事項を調査審議すること。

３ 委員会は、委員９人以内をもって組織する。
４ 委員は、議会の同意を得て市長が委嘱する。
５ 委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
６ 市長は、委員会に苦情処理部会その他必要な部会を置くことができる。
７ 市長は、前項の部会に臨時委員を置くことができる。
８ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第６章 勧告及び公表等
(不適正な事業行為等の調査又は指導)

第２４条 市長は、法令に定めがあるもののほか、事業者が第７条、第９条第１項及び第２項、第１０条第１項、第１１条第１項、第１２条第１項、第１２条の２第２
項若しくは第１４条の規定に違反する事業行為又は第８条第４項、第９条第３項、第１１条第２項若しくは第１２条第２項の規定により市長の定めた基準に従
わない事業行為(以下「不適正な事業行為等」という。)を行っているおそれがあると認めるときは、その実態を調査し、又は改善を指導することができる。

（参考資料1） 川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例
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(調査の協力要請等)
第２５条 市長は、不適正な事業行為等のおそれがある場合、又は苦情の処理のあっせん、調停等を行う場合において、調査のために必要があると認めると

きは、当該事業者に対し、関係資料の提出を求め、又はその職員をして当該事業者の事務所、営業所その他の事業所に立ち入らせ、書類その他の物件を
調査させ、若しくは関係者に質問させること(以下「立入調査」という。)について協力を求めることができる。

２ 市長は、前項の協力要請に対し、事業者が資料を提出しないとき、又は立入調査への協力を拒んだときは、協力要請の理由を付した書面により改めて資
料の提出又は立入調査について協力を求めるものとする。

３ 市長は、事業者が前項の要請を拒んだときは、これに応ずるよう勧告し、必要に応じてその経過を公表することができる。
４ 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、同項の事業者に意見を述べる機会を与えるものとする。

(是正等の勧告及び公表)
第２６条 市長は、不適正な事業行為等が行われたと認めるとき、又は苦情の処理のあっせん、調停等が不調のときは、当該事業者に対し、不適正な事業行

為等を是正するよう、又は苦情の処理のあっせん、調停等に応ずるよう勧告しなければならない。
２ 市長は、事業者が前項の勧告を拒んだときは、事実を公表することができる。
３ 前条第４項の規定は、前項の規定による公表について準用する。
(関係行政機関等への要請)
第２７条 市長は、事業者が不適正な事業行為等の是正の勧告を拒んだときは、関係行政機関等の長に対し、必要な措置をとるべきことを要請するものと

する。
(危険商品等の公表)
第２８条 市長は、事業者の提供した商品等が危険商品等であることが明らかになった場合において、安全を確保するため緊急の必要があると認めるとき

は、その商品等の名称、事業者の氏名その他必要な事項を公表することができる。
(他の地方公共団体との協力)
第２９条 市長は、不適正な事業行為等を行っていると認められる事業者の事務所等の所在地が市の区域外にあるときは、当該区域を所管する地方公共団

体の長に対し、必要に応じてその状況を通知し、是正の協力を要請するものとする。
２ 市長は、他の地方公共団体の長から、市内に事務所等を有する事業者について、不適正な事業行為 等の是正の協力又は情報の提供を求められたとき

は、速やかにその要請に応ずるものとする。

第６章の２ 市長への申出
(市長への申出)

第２９条の２ 市民は、この条例に定める市若しくは市長の措置がとられていないこと又は不適正な事業行為等その他この条例に違反する事業行為により、
広く市民の消費生活に支障が生じるおそれがあると認めるときは、規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出ることができる。

２ 市長は、前項の規定による申出の内容が事実であると認めるときは、必要に応じて、この条例に基づく措置をとるものとする。
３ 市長は、必要に応じて、第１項の規定による申出の内容及び処理の経過に関する情報を公表するものとする。

第７章 雑則
（委任）

第３０条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

（参考資料1） 川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例
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附 則(抄)
(施行期日)
１ この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和４９年１０月３１日規則第１２２号で、第１章の規定、第３章第１節(第８条第４項の規定を除く。)、第２節(第９条第３項、第１１条第２項及び第１２条第２項

の規定を除く。)、第３節、第４節(第１６条第２項及び第１７条の規定を除く。)及び第５節の規定、第５章第１節の規定、第６章中第２８条の規定及び第７章の
規定は、昭和４９年１１月１日から施行)

(昭和４９年１２月２４日規則第１４０号で、附則第２項の規定は、昭和４９年１２月２５日から施行)
(昭和５０年２月２７日規則第１１号で昭和５０年３月１日から施行)

附 則 (平成１３年３月２９日条例第５号)
(施行期日)
１ この条例は、平成１３年４月１日から施行する。ただし、第２３条第３項の改正規定及び附則第３項の規定は市長が定める日から、次項の規定は公布の日か

ら施行する。(平成１３年６月４日規則第６１号で、第２３条第３項の改正規定及び同条例附則第３項の規定は、平成１３年８月１日から施行)
(経過措置)
２ 第２３条第３項の改正規定の施行に伴い新たに委嘱されることとなる委員については、同条第４項に規定する委員の委嘱のために必要な行為は、同条

第３項の改正規定の施行の日前においても行うことができる。
３ 第２３条第３項の改正規定の施行に伴い新たに委嘱される委員の任期は、同条第５項の規定にかかわらず、平成１５年３月３１日までとする。

附 則(平成１７年９月３０日条例第６９号）
(施行期日)
１ この条例は、公布の日から施行する。
（経過措置）
２ この条例の施行の際現に改正前の条例（以下「旧条例」という。）第２０条第１項の規定により締結されている消費者保護協定は、改正後の条例（以下「新

条例」という。）第２０条第１項の規定により締結された消費者支援協定とみなす。
３ この条例の施行の際現に旧条例第２２条第２項の規定により置かれている消費者保護調査員は、新条例第２２条第２項の規定により置かれた消費生活

調査員とみなす。
４ この条例の施行の際現に旧条例第２３条第４項の規定により委嘱された川崎市消費者保護委員会（以下「旧委員会」という。）の委員である者は、この条

例の施行の日（以下「施行日」という。）に新条例第２３条第４項の規定により川崎市消費者行政推進委員会の委員として委嘱されたものとみなし、その任
期は、同条第５項の規定にかかわらず、施行日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

（参考資料1） 川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例
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川崎市消費生活センター条例

平成２８年３月２４日条例第２１号

（趣旨）
第１条 この条例は、消費者安全法（平成２１年法律第５０号。以下「法」という。）第１０条第２項及び第１０条の２第１項の規定に基づき、消費生活センター（以

下「センター」という。）の設置並びに組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
（設置等）
第２条 センターを設置し、その名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

（センターの事務）
第３条 センターは、法第８条第２項各号に掲げる事務（以下「センターの事務」という。）を行う。
（消費生活相談の事務を行う日及び時間）
第４条 市長は、センターにおいて法第１０条の３第２項に規定する消費生活相談の事務を行う日及び時間を定め、これらを公示するものとする。これらを変

更したときも、同様とする。
（センターの長及び職員）
第５条 センターには、センターの事務を掌理するセンターの長及びセンターの事務を行うために必要な職員を置く。
（試験に合格した消費生活相談員の配置）
第６条 センターには、法第１０条の３第１項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者（不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法

律（平成２６年法律第７１号）附則第３条の規定により合格した者とみなされた者を含む。）を消費生活相談員として置く。
（消費生活相談員の人材及び処遇の確保）
第７条 市長は、消費生活相談員の専門性に鑑み、その適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。
（研修の機会の確保）
第８条 市長は、センターの事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
（情報の管理）
第９条 市長は、センターの事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるも

のとする。
（委任）
第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則
この条例は、平成２８年４月１日から施行する。

附 則（令和５年10月17日条例第50号）
この条例は、規則で定める日から施行する。（令和６年２月２日規則第３号で令和６年２月５日から施行）

所管区域位置名称

川崎市全域川崎市川崎区砂子１丁目８番地９川崎市消費者行政センター
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経済局商政課消費経済係設置昭和40年 ４月 １日

経済局消費経済課（消費経済係、指導相談係) 新設昭和４４年 ４月 １日

指定都市移行に備えた機構改革により、新設された市民局に移管昭和４６年１０月１５日

市民局市民部消費生活課と名称変更（消費生活係、指導相談係）

政令指定都市移行昭和４７年 ４月 １日

「川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例」を公布昭和４９年１０月 ８日

消費生活課に物価係を新設（消費生活係、指導相談係、物価係）

川崎市消費者保護委員会発足昭和５０年 ３月２０日

機構改革により消費生活課は消費生活係と調査係の２係に編成昭和５８年 ９月 １日

消費生活センターを新設（中原区新丸子東3-473-2 中小企業・婦人会館内）

消費生活課に経済局商政課物価対策班を編入平成 ３年 ４月 １日

機構改革により消費生活課と消費生活センターを統合。消費者行政センター
（消費生活係、相談検査係、調査係、企画班）と名称変更（川崎区東田町6-2 ミヤダイビル２階に移転）

平成 ７年 ４月 １日

消費者行政の充実を図るため移転
（川崎区砂子1-10-2 ソシオ砂子ビル６階）

平成 ９年 ４月２８日

川崎市北部消費者センター（高津区溝口1-6-12 神奈川県高津合同庁舎３階）を設置平成１２年 ４月 １日

「川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例」を一部改正平成１３年 ４月 １日

「消費者基本法」施行平成１６年 ６月 ２日

国が消費者施策推進のための消費者基本計画(2005～2009年度)策定平成１７年 ４月

「川崎市消費者の利益の擁護及び増進に関する条例」を一部改正
消費者保護委員会を消費者行政推進委員会へ名称変更

９月３０日

川崎市消費者行政推進基本計画(2008～2010年度)策定平成２０年 ３月

機構改革により、経済労働局に移管４月 １日

消費者行政センターに北部消費者センターを統合

電子メール相談、区役所相談を開始(中原区、高津区、多摩区)
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毎週金曜日の電話相談を１９時まで延長平成２１年 ４月

消費者庁・消費者委員会の設立、「消費者安全法」施行９月 １日

国が新たな消費者基本計画(2010～2014年度)策定平成２２年 ３月

川崎市消費者行政推進計画(2011～2013年度)策定平成２３年 ３月

「消費者教育の推進に関する法律」施行平成２４年１２月

川崎市消費者行政推進計画(2014～2016年度)策定平成２６年 ３月

市役所本庁舎建替工事のため移転
（川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル10階）

平成２６年 ８月１８日

国が新たな消費者基本計画(2015～2019年度)策定平成２７年 ３月

「川崎市消費生活センター条例」公布平成２８年 ３月２４日

毎週土曜日電話相談（10時から16時まで）を開始平成２８年 ４月 １日

川崎市消費者行政推進計画(2017～2019年度)策定平成２９年 ３月

毎週土曜日電話相談（10時から16時まで）を本格実施平成３０年 ４月 １日

川崎市消費者行政推進計画令和２(2020)年度～令和４(2022)年度策定令和 ２年 ２月

国が新たな消費者基本計画(2020～2024年度)策定令和 ２年 ３月

国が消費者基本計画(2020～2024年度)を改定令和 ３年 ６月

計量検査所が消費者行政センターに編成令和 ４年 ４月 １日

川崎市消費者行政推進計画令和５(2023)年度～令和7(2025)年度策定令和 5年 3月

市役所本庁舎完成に伴い移転
（川崎市川崎区砂子1‐8‐９ 川崎御幸ビル5階）

令和 6年 ２月

国が新たな消費者基本計画(2025～2029年度)策定令和 ７年 ３月

川崎市消費者行政推進計画令和8(2026)年度～令和11(2029)年度策定令和 ８年 3月
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